
新旧対照表 
 新 旧

 高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱 
第１条～第３条　「略」 

第４条　「略」 

２　「略」 

３　補助事業者は、第１項の規定による書類の提出に当たって、県税の納税証明書（全税目のも

の）により県税の滞納がないことを証明する書類又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務

課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び本人確認書類の

写し（補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が個人の場合は、マイナンバーカー

ド、運転免許証の写し等。補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が法人の場合

は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証の写し等。ただし、マイナンバーカードは

表面のみのコピー（裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。）とすること。）

を提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない場合は、本人からの申立書を提出

するものとする。 

 

４～５　「略」 

第５条　「略」 

　（１）　合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合交付金交付等要綱、合板・製材・

集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領、森林・林業・木材産業グリーン成

長総合対策補助金等交付等要綱、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領、花粉の

少ない森林への転換促進緊急総合対策地方公共団体事業費補助金交付等要綱、花粉の少

ない森林への転換促進事業実施要領、高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱、

高知県木材安定供給推進事業実施要領等補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領

等の規定を遵守すること。 

　（２）～（11）　「略」 

第６条～第８条　「略」 

第９条　規則第 10 条第１項の規定による遂行状況報告について、知事から求めがあった場合は、

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱 
第１条～第３条　「略」 

第４条　「略」 

２　「略」 

３　補助事業者は、第１項の規定による書類の提出に当たって、県税の納税証明書（全税目のも

の）により県税の滞納がないことを証明する書類又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務

課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び本人確認書類の

写し（補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が個人の場合は、マイナンバーカー

ド、運転免許証、健康保険証の写し等。補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が

法人の場合は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等。ただし、

マイナンバーカードは表面のみコピー（裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可と

する。）、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号並びに運転免許証の運転免許番号

及び顔写真は復元できない程度にマスキング処理を施す等すること。）を提出しなければなら

ない。ただし、県税の納税義務がない場合は、本人からの申立書を提出するものとする。 

４～５　「略」 

第５条　「略」 

　（１）　合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合交付金交付等要綱、合板・製材・

集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領、森林・林業・木材産業グリーン成

長総合対策補助金等交付等要綱、林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領、高知県

木材安定供給推進事業費補助金交付要綱、高知県木材安定供給推進事業実施要領等補

助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守すること。 

 

 

（２）～（11）　「略」 

第６条～第８条　「略」 

第９条　規則第 10 条第１項の規定による補助事業等の遂行状況の報告の様式は、別記第４号様
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 別記第４号様式の遂行状況報告書を提出しなければならない。 

 

 

第 10 条～第 15 条　「略」 

第 16 条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地消地産推進戦

略」に沿った県内発注に努めるものとする。 

第 17 条　「略」 

附則 

　「略」 

附則 
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
別表第１（第２条、第３条、第８条関係） 

 

 
 
別表第２(第５条－第７条関係）　「略」 

区　　　分 採　択　基　準

０１～０２　

「略」　

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

０３　花粉の少な

い森林への転換促

進

花粉の少ない森林への転換促進

の支援

市町村、森林組合等、森林整備法人等及

び森林法第11条第１項に規定する森林経

営計画を策定し、同条第５項の規定によ

る認定を受ける能力を有する事業者

花粉の少ない森林への転換を

目的とし、森林所有者への伐

採・植替等の森林管理の委託

に対する働きかけを行い、対

象となる森林の森林管理の委

託を受けるための経費

１　スギ人工林伐採重点区域のうち、森林経営計画における主

伐が計画されていない森林であること。

２　１の対象森林において、森林経営計画を策定・変更し、花

粉の少ない苗木等による植替を計画すること。ただし、やむを

得ず伐採後に経営計画を策定・変更する場合は、森林所有者か

ら伐採後に花粉の少ない苗木等による植替促進を行うことが分

かる森林経営計画対象森林にする旨の同意書を徴収すること。

（花粉の少ない苗木とは、「スギ花粉発生源対策推進方針」

（平成13年６月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知）に定

められる花粉の少ない品種、カバノキ属及びハンノキ属を除く

広葉樹またはスギ・ヒノキを除く針葉樹）

定額

12万円/ha

植替活動後の対象森林におい

て、花粉の少ない森林への転

換促進に係る伐採を行ったこ

とに対する植替促進費

１　植替活動によって森林所有者に同意が得られ、花粉の少な

い苗木等による植替えの対象となる森林の伐採を行うもの。

２　本表の「０３　花粉の少ない森林への転換促進」、「花粉

の少ない森林への転換促進の支援」の植替活動金と同時に実施

するものとし、植替促進費のみの申請はできないものとする。

定額

①　花粉の少ない森林への転換促進に係る伐

採において、伐倒作業をチェンソーで行って

いる場合

35万円/ha

②　①以外の場合で、本事業で作成された森

林経営計画又は提出された伐採及び伐採後の

造林の届出に沿った伐採のうち、伐採地の中

心から集積地までの距離が2,000ｍ以上の場

合

25万円/ha

　　　「略」

補　助　対　象　経　費

「略」

植替活動金

植替促進費

メニュー 事業実施主体 事業種目 補　助　率

式によるものとし、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期（第４・四半期を除く。）の末

日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月 15 日までに１部

を提出しなければならない。 

第 10 条～第 15 条　「略」 

「新設」 

 

第 16 条　「略」 

附則 

　「略」　 
「新設」 
 
 
 
別表第１（第２条、第３条、第８条関係） 

 
 
 
別表第２(第５条－第７条関係）　「略」 

区　　　分 採　択　基　準

０１～０２　

「略」　

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

（新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設）

（新設） （新設） （新設）

　　　「略」

補　助　対　象　経　費

「略」

（新設）

（新設）

メニュー 事業実施主体 事業種目 補　助　率
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 別表第３(第５条関係） 

 

 
 
別表第４　「略」 
 
 
別記 
第１号様式（第４条関係） 
「略」 
１　「略」 
２　事業の内容及び経費の配分 
（１）総括 

 
「略」 
 
 

花粉の少ない森林への転換促
進の支援

本表の「０１　体質強化・花粉削減」の「１　間伐材生産」の１に準ずる。

本表の「０１　体質強化・花粉削減」の「１　間伐材生産」の２に準ずる。

転　　用　　制　　限　　基　　準

転　用　制　限　期　間 交　付　金　返　還　範　囲　内　容

施　設　等

０１～０２　
「略」

「略」

　「略」

「略」

「略」

０３　花粉の少
ない森林への転
換促進  本事業の完了年度の翌年度から起算して５年

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

０３　花粉の少ない森林へ
の転換促進 植替活動金

植替促進費

（計）

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１～０２　「略」
「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

別表第３(第５条関係） 

 

 
 
別表第４ 
 
 
別記 
第１号様式（第４条関係） 
「略」 
１　「略」 
２　事業の内容及び経費の配分 
（１）総括 

 
「略」 
 
 

（新設） （新設）

（新設）

転　　用　　制　　限　　基　　準

転　用　制　限　期　間 交　付　金　返　還　範　囲　内　容

施　設　等

０１～０２　
「略」

「略」

　「略」

「略」

「略」

（新設）

（新設）

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１～０２　「略」
「略」 「略」 「略」 「略」 「略」
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 （２）事業計画 

 
（注）１　間伐材生産、低コスト再造林対策及び花粉の少ない森林への転換促進の支援について

は、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。 
　　　２～３　（略） 
３～４　「略」 
５　添付書類 
　（１）～（３）　「略」 
　（４）　県税事務所が発行する納税証明書又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務課が別

に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び本人確認書類の写

し（補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が個人の場合は、マイナンバーカ

ード、運転免許証の写し等。補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が法人の

場合は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証の写し等。ただし、マイナンバー

カードは表面のみのコピー（裏面はマイナンバーの表示があるため、提出は不可とする。）

とすること。） 
 
 
 
 
第２号様式（第５条関係）～第３号様式（第８条関係）　「略」 
 
 

着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

（略） （略） （略） （略）

花粉の少ない森林への転
換促進の支援 植替活動金

植替促進費

（計）

工　　期

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考

（略）
　（略）

０３　花粉の少
ない森林への転
換促進

０１～０２　
（略）

（２）事業計画 

 
（注）１　間伐材生産及び低コスト再造林対策については、箇所ごとに、路網の整備については、

路線ごとに、それぞれ記入してください。 
　　　２～３　（略） 
３～４　「略」 
５　添付資料 
（１）～（３）　「略」 
（４）　県税事務所が発行する納税証明書又は県税完納情報の提供に係る同意書（税務課が

別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式）及び本人確認書類の

写し（補助事業者又は補助事業者の委任を受けた取扱機関が個人の場合は、マイナンバ

ーカード、運転免許証、健康保険証の写し等。補助事業者又は補助事業者の委任を受けた

取扱機関が法人の場合は、法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の

写し等。ただし、マイナンバーカードは表面のみコピー（裏面はマイナンバーの表示があ

るため、提出は不可とする。）、健康保険証の保険番号及び被保険者等記号・　番号並びに

運転免許証の運転免許番号及び顔写真は復元できない程度にマスキング処理を施す等す

ること。） 
 
 

第２号様式（第５条関係）～第３号様式（第８条関係）　「略」 
 
 

着手 完成

県補助金 市町村費 その他 （予定） （予定）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

（略） （略） （略） （略）

（新設）

（新設）

（新設）

工　　期

事業区分

(メニュー)
事業種目

事業実施

主 体 名

施  行

箇所名
区    分

構造規格

又は規模
事業量

事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考

（略）
　（略）

（新設） （新設）

０１～０２　

（略）
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 別紙第４号様式（第９条関係） 
「略」 

 
「略」 
 
 
第５号様式（第 10 条関係） 
「略」 
１　補助事業の成績 
（１）総括 

 
「略」 
 
 
 
 

（令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

「略」

植替活動金

植替促進費

（計）

計画 出来高

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目
区    分

事業実施
主    体

施行箇所
(路線名)

進捗率

０１～０２　「略」

０３　花粉の少ない

森林への転換促進

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

「略」 「略」 「略」 「略」

０３　花粉の少ない森林へ
の転換促進 植替活動金

植替促進費

（計）

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１～０２　「略」
「略」

別紙第４号様式（第９条関係） 
「略」 

 
「略」 
 
 
第５号様式（第 10 条関係） 
「略」 
１　補助事業の成績 
（１）総括 

 
「略」 
 
 
 
 

（令和　　年　　月　　日現在）

事業量 事業費 事業量 事業費

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ)/(Ａ)

「略」

（新設）

（新設）

（新設）

計画 出来高

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

区    分
事業実施

主    体

施行箇所

(路線名)

進捗率

０１～０２　「略」

（新設）

総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) 県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

円 円 円 円

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

「略」

 事業区分
(メニュー)及び

事業種目

負担区分

備　考

０１　体質強化・花粉削減
１　間伐材生産
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 （２）事業実績 

 
（注）１　間伐材生産、低コスト再造林対策及び花粉の少ない森林への転換促進の支援について

は、箇所ごとに、路網の整備については、路線ごとに、それぞれ記入してください。 
　　　２～３　「略」 
２　「略」 
３　収支精算 
（１）　「略」 
（２）　支　出 

 
「略」 
（３）　収支精算 

 
「略」 

県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

「略」 「略」 「略」 「略」

花粉の少ない森林への転換促進
の支援 植替活動金

植替促進費

（計）

工　　期

事業区分
(メニュー)

事業種目
事業実施
主 体 名

施  行
箇所名

区    分
構造規格
又は規模

事業量
事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考着手 完成

「略」
　「略」

０３　花粉の少な
い森林への転換促
進

０１～０２　
「略」

「略」

植替活動金

植替促進費

区　　分 予算額
(A)

精算額
(B)

差引き増減
(C)

備　　　考

「略」 「略」 「略」

「略」

０１～０２　「略」　

０３　花粉の少ない森林への
転換促進

「略」
「略」 円 円

「略」

２～３　「略」　

「略」
「略」

植替活動金

植替促進費

円 円 円

計

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助金
未受領(返還)額

０３　花粉の少ない森林への
転換促進

（２）事業実績 

 
（注）１　間伐材生産及び低コスト再造林対策については、箇所ごとに、路網の整備については、

路線ごとに、それぞれ記入してください。 
　　　２～３ 
２　「略」 
３　収支精算 
（１）　「略」 
（２）　支　出 

 
「略」 
（３）　収支精算 

 
「略」 

県補助金 市町村費 その他

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) 年月日 年月日

「略」 「略」 「略」 「略」

（新設）

（新設）

（新設）

工　　期

事業区分

(メニュー)
事業種目

事業実施

主 体 名

施  行

箇所名
区    分

構造規格

又は規模
事業量

事業費

((Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ))

経費内訳

備考着手 完成

「略」
　「略」

（新設） （新設）

０１～０２　

「略」

「略」

（新設）

（新設）

区　　分 予算額
(A)

精算額
(B)

差引き増減
(C)

備　　　考

「略」 「略」 「略」

計

０１～０２　「略」　

（新設）

０１　体質強化・花粉削減
１　間伐材生産

「略」

２～３　「略」　

０２　「略」
「略」

（新設）

（新設）

計

区　　分
県補助金

交付決定額
精算事業費
総　　　額

県補助率
精 算 県
補助金額

既　受　領
県補助金額

差引き県補助金
未受領 (返還)額

（新設）



新旧対照表 
 新 旧

 ４　添付書類 
【別表１の 01 及び 02 の事業の場合】 
　（１）～（４）　「略」 
【別表１の 03 の事業の場合】 

(１)　実施面積が分かる資料（実測図または「伐採及び伐採後の造林の届出書」等の写し） 
   (２)　森林経営計画及び森林所有者が本事業に同意したことが分かる資料の写し（やむを得ず

伐採後に経営計画を策定・変更する場合は、森林所有者と交わした伐採後に花粉の少な

い苗木等による植替促進を行うことが分かる森林経営計画対象森林にする旨の同意書及

び市町村に提出した「伐採及び伐採後の造林の届出書」若しくは、「適合（確認）通知書」

又は「保安林（保安施設地区）内立木伐採許可決定通知書」の写しを付すこと） 
(３)　植替促進費を活用して申請箇所を花粉の少ない苗木等による植え替えを行う場合は、森

林所有者からその旨の同意を得ていることが確認できる書面 
　(４)　伐採方法が分かる作業写真 

 (５)　植替促進費の補助率②の場合、伐採地の中心から集積地（山土場等）までの距離が分かる

資料 
 
 
第６号様式（第 10 条関係）～第７号様式（第 11 条関係）　「略」 
 
 
 
 
 
 
 
 

４　添付書類 
（新設） 
　（１）～（４）　「略」 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第６号様式（第 10 条関係）～第７号様式（第 11 条関係）　「略」 
 
 
 
 
 
 
 
 



新旧対照表 
 新 旧

  
第８号様式（第 12 条関係） 

「略」 
「略」 

　　　　　　　　　　　　　「略」 
令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金繰越承認申請書 

　　「略」 
記 

　　１　「略 
２　１のうち交付金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 
３～７　「略」 

　　　「略」 
 
 
令和　　年度　　事業変更計画書　 
１　事業の内容及び経費の配分 

 
「略」 
（２）　「略」 
２～３　「略」 

（１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

「略」 「略」

「略」 「略」 「略」 「略」

事　　

業　　

費

　植替活動金

　植替促進費

小計

「略」

区　分
総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

０３　花粉の少ない

森林への転換促進

０１～０２　「略」

 
第８号様式（第 12 条関係） 

「略」 
「略」 

　　　　　　　　　　　　　「略」 
令和　　年度高知県木材安定供給推進事業費補助金繰越承認申請書 

　　「略」 
記 

　　１　「略 
２　１のうち交付金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（国費　　　　　　円） 
３～７　「略」 

　　　「略」 
 
 
令和　　年度　　事業変更計画書　 
１　事業の内容及び経費の配分 

 
「略」 
（２）　「略」 
２～３　「略」 

（１）総　括 （上段：全体、中段：年度内、下段：繰越し）

県補助金
(Ａ)

市町村費
(Ｂ)

その他
(Ｃ)

事　　

業　　

費

１　間伐材生産

円 円 円 円

（新設）

（新設）

（新設）

計

区　分
総事業費

(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)

負　　　担　　　区　　　分

備　考

（

新

設

）

（新設）

０１　体質強化・花

粉削減



新旧対照表 
 新 旧

 令和　　年度　　事業支出決算見込み書 

 
繰越理由書　「略」 
 
 
第９号様式（第 13 条関係）　「略」 
 
 
別紙１　「略」 
 
 
別紙２（直接補助） 

誓約書兼同意書 
１～２　「略」 
３　植替促進費を活用して申請箇所の花粉の少ない苗木等による植え替えを行う場合は、森林所

有者からその旨の同意を得ていることが確認できる書面を作成し、適正な経理処理を行う旨誓

約いたします。 
「略」 
 
 
 
 
 

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

０３　花粉の少

ない森林への転

換促進

　植替活動金

　植替促進費

（計）

予　　算　　額 年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額

合計

区　　　分

「略」
「略

」

０１～０２　

「略」

令和　　年度　　事業支出決算見込み書 

 

繰越理由書　「略」 
 
 
第９号様式（第 13 条関係））　「略」 
 
 
別紙１　「略」 
 
 
別紙２（直接補助） 

誓約書兼同意書 
１～２　「略」 
（新設） 
 
 
「略」 
 
 
 
 
 

県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計 県補助金 自己負担金 その他 計

「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」 「略」

（新設）

　（新設）

　（新設）

（新設）

予　　算　　額 年度内支出決算見込額 翌年度繰越見込額 不要見込額

合計

区　　　分

「略」
「略
」

０１～０２　

「略」



新旧対照表 
 新 旧

  
別紙３（間接補助用） 

誓約書兼同意書 
１～２　「略」 
３　植替促進費を活用して申請箇所の花粉の少ない苗木等による植え替えを行う場合は、森林所

有者からその旨の同意を得ていることが確認できる書面を作成し、適正な経理処理を行う旨誓

約いたします。 
「略」 
 
 
別紙４～別紙７　「略」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙３（間接補助用） 

誓約書兼同意書 
１～２　「略」 
（新設） 
 
 
「略」 
 
 
別紙４～別紙７　「略」


